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③電離放射線障害予防規則等の改正‐１

専用ｻｲﾄへ
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③電離放射線障害予防規則等の改正‐２
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③電離放射線障害予防規則等の改正‐３
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③電離放射線障害予防規則等の改正‐４



③電離放射線障害予防規則等の改正‐５
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④外国人労働者の労働災害防止対策‐１

全国統計
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④外国人労働者の労働災害防止対策‐２

※建設業に従事する
外国人労働者向け教材
へページへリンク
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④外国人労働者の労働災害防止対策‐３



⑤ボイラー構造規格等の一部を改正する告示の概要

令和７年１１月７日告示

令和８年４月１日施行 8



（改正内容の詳細）⑤ボイラー構造規格等の一部を改正する告示の概要
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【創設の背景】
化学物質による労働災害の大半が法令による規制の対象外となっている物質により

発生していることから、危険有害性を有する化学物質を製造または取り扱う全ての事
業場に対し、リスクアセスメント結果に基づきばく露防止措置を自ら決定・実施する
という新たな化学物質管理制度が令和６年４月から完全施行されたことに伴い、広く
一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図ると
ともに、化学物質管理の定着を図るため、令和７年２月より毎年２月を強化月間とし
て取り組むこととなりました。

（スローガン） 慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方
（期 間） 令和８年２月１日から２８日

⑥第２回 化学物質管理強調月間が今年も始まります。
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目次

（１）労働安全衛生の現状 （統計資料）

（２）安全衛生行政に係るトピックス

（３）まとめ
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令和７年は計画の中間の年
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愛媛第14次労働災害防止推進計画 アウトプット指標とアウトカム指標
（計画期間︓令和５年〜令和９年）（令和５年及び７年度の推進状況）

アウトカム指標アウトプット指標

（ア）労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

・増加が見込まれる転倒災害について、令和９年までに死傷災害を令和4年の災
害発生件数以下とする。

・ハード及びソフト両面からの転倒災害防止対策に取り組む事業者の割合を令和９年

までに50％以上とする。（R5:55.8％、R7:49.5%未達成）
・卸売業・小売業／医療・福祉の事業者における正社員以外への安全衛生教育の実施
率を令和９年までに80％以上とする。（R5:72.1％、R7:80.6%達成）

・腰痛による死傷災害を令和９年までに令和４年と比較して10%以上減少させる。・腰痛予防対策に取り組んでいる事業者の割合を令和９年までに80%以上とする。
（R5:47.7%、R7:49.3%未達成）

（イ）高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

・増加が見込まれる60歳代以上の死傷災害（新型コロナウイルス感染症を除く）
を、令和９年までに令和４年の災害発生件数以下とする。

・「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基づく高年齢労働者の
安全衛生確保の取組を実施する事業者の割合を令和９年までに50％以上とする。
（R5:49.7%、R7:47.8％未達成）

（ウ）多様な働き方への対応、外国人労働者等の労働災害防止対策の推進

・外国人労働者の死傷年千人率（新型コロナウイルス感染症を除く）を令和９年
までに全体平均以下とする。

・母国語に翻訳された教材、視聴覚教材を用いるなど外国人労働者に分かりやすい方
法で災害防止の教育を行っている事業者の割合を令和９年までに50％以上とする。
（R5:47.6%、R7:64.4%達成）（エ）業種別の労働災害防止対策の推進

・道路貨物運送業の死傷者数（新型コロナウイルス感染症を除く）を令和９年ま
でに令和４年と比較して５％以上減少させる。

・「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく措置を実
施する道路貨物運送業者の割合を令和９年までに80％以上とする。
（R5:94.5%、R7:87.9%達成）

・建設業の死亡者数（新型コロナウイルス感染症を除く）を令和９年までに1人
以下とする。

・墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業者の割
合を令和９年までに85％以上とする。（R5:85.4％、R7:93.3%達成）

・製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれ死傷災害件数を令和９年まで
に令和４年と比較して５％以上減少させる。

・機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業の事業者の割合を
令和９年までに80％以上とする。（R5:90.5％、R7:97.5%達成）

・林業において愛媛第14次労働災害防止推進計画期間中、死亡災害（新型コロナ
ウイルス感染症を除く）ゼロを達成する。

・「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく措置を実
施する林業の事業者の割合を令和９年までに60％以上とする。（R5:96.3％、R7:96.4%
達成）
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愛媛第14次労働災害防止推進計画 アウトプット指標とアウトカム指標
（計画期間︓令和５年〜令和９年）（令和５年及び７年度の進捗状況）

アウトカム指標アウトプット指標

（オ）労働者の健康確保対策の推進

アウトカム指標は設定しない・メンタルヘルス対策に取り組む事業者の割合を令和9年までに80％以上とする
（R5:70.7％、R7:69.1％未達成）
・50人未満の小規模事業者におけるストレスチェック実施の割合を令和９年まで
に50％以上とする。（R5:35.3％、R7:31.5%未達成）

（カ）化学物質等による健康障害防止対策の推進

・化学物質の性状に関連の強い死傷災害（有害物等との接触、爆発、火災によるもの）の
件数を愛媛第13次労働災害防止推進計画期間と比較して、令和５年から令和９年までの
５年間で、５％以上減少させる。

・危険性又は有害性が把握されている化学物質について、リスクアセスメントを行い、リスクアセスメ
ント結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を実施している事業者の割
合を令和９年までに80％以上とする。（R5:63.5％、R7:84.5%達成）

・熱中症による死亡者数を愛媛第14次労働災害防止推進計画期間中に１人以下とする。・熱中症災害防止のために暑さ指数を把握している事業者の割合を令和５年と比較して令和９年までに
増加させる。（R5:45.2％、R7:75.2%）

上記のアウトカム指標の達成を目指した場合、死傷災害全体としては、以下のとおりの結果が期待される。
・死亡災害（新型コロナウイルス感染症を除く）については、過去最少（令和３年８人）を更新する７人以下を達成する。
・死傷災害（新型コロナウイルス感染症を除く）については、令和４年と比較して令和９年までに５％以上(令和５年は１%以上)減少する。
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参考に 愛媛労働局の現状は
※いずれも後戻り

厚生労働省版（QRコード）
第14次労働災害防止計画



コツコツと日々の安全衛生活動を継続して習慣化することが重要です。

真の『安全』を目指すために、
『災害ゼロ』から『危険ゼロ』
の取組みをお願いします。

安全衛生活動の定着に近道はありません！

※安全衛生旗
働くすべての人の安全第一や無事故を心がけるために、緑色の十字の旗
「安全旗」をかかげていました。それに加えて、病気や働きすぎなど
の働くすべての人の健康や衛生にも気をつけて取り組んでいこう、とい
う姿勢のためにかかげられるのが「安全衛生旗」です。

◇最後に一言、
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